
　

●
現
場
活
動
を
積
極
的
に
行
う
た
め
、
農

業
委
員
と
は
別
に
農
地
利
用
最
適
化
推

進
委
員
を
設
置
し
ま
す
。

●
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
は
農
業
委

員
と
連
携
し
、
担
当
区
域
で
担
い
手
へ

の
集
積
・
集
約
化
、
耕
作
放
棄
地
解
消

等
に
お
け
る
現
場
活
動
を
行
い
ま
す
。

●
定
数
は
条
例
で
定
め
、
農
業
委
員
と
同

時
期
に
募
集
し
ま
す
。

主
な
業
務
は
左
記
の
と
お
り
で
す
。

・
人
・
農
地
プ
ラ
ン
な
ど
、
地
域
の
農
業

者
な
ど
の
話
し
合
い
を
推
進

・
農
地
の
出
し
手
・
受
け
手
へ
の
ア
プ
ロ

ー
チ
を
行
い
、
農
地
利
用
の
集
積
・
集

約
化
の
推
進

・
耕
作
放
棄
地
の
発
生
防
止
と
解
消
を
推

進
❸
農
業
委
員
会
の
必
須
業
務
に
「
農
地
利

用
の
最
適
化
の
推
進
」
が
加
わ
り
ま
す

●
農
地
の
権
利
異
動・転
用
等
の
許
認
可
、

農
地
利
用
状
況
調
査
な
ど

●
農
地
利
用
の
最
適
化
（
担
い
手
へ
の
農

地
集
積
・
集
約
化
、
耕
作
放
棄
地
の
発

生
防
止
・
解
消
、
新
規
参
入
の
促
進
）

の
推
進 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
」
が

改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　
農
地
利
用
の
最
適
化
（
担
い
手
へ
の
農

地
利
用
の
集
積
・
集
約
化
、
耕
作
放
棄
地

の
発
生
防
止・解
消
、
新
規
参
入
の
促
進
）

の
さ
ら
な
る
推
進
に
向
け
て
、
平
成
27
年

９
月
に「
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
」

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
公
布
さ
れ
、

平
成
28
年
４
月
か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
法
律
の
改
正
に
伴
い
、
変
更
と
な

る
主
な
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

❶
農
業
委
員
の
選
出
方
法
が
変
更
に
な
り

ま
す

　
選
挙
制
と
市
町
村
長
の
選
任
制（
議
会・

団
体
推
薦
）
の
併
用
か
ら
、
左
記
の
と
お

り
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

●
市
町
村
議
会
の
同
意
を
要
件
と
し
、
市

町
村
長
の
任
命
制
一
本
と
す
る
。

●
過
半
を
認
定
農
業
者
と
す
る
。

●
農
業
者
以
外
の
者
で
、
中
立
な
立
場
で

公
正
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

を
１
人
以
上
入
れ
る
。

●
女
性
・
青
年
も
積
極
的
に
登
用
す
る
。

※
農
業
委
員
は
、
法
律
の
経
過
措
置
に
よ

り
、
任
期
満
了
（
平
成
29
年
７
月
27
日
）

ま
で
在
任
し
ま
す
。

❷
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
を
新
設
し

ま
す
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農
地
を
相
続
し
た
と
き
は

　 

農
業
委
員
会
へ
お
届
け
く
だ
さ
い

　
相
続
な
ど
に
よ
っ
て
農
地
の
権
利
を
取

得
す
る
場
合
は
、
農
地
法
に
よ
る
許
可
を

受
け
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
農
地
の

あ
る
農
業
委
員
会
に
届
出
が
必
要
で
す
。

権
利
が
確
定
（
相
続
登
記
な
ど
）
し
た
時

点
で
、
権
利
を
取
得
し
た
方
が
届
出
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
、
農
業
委
員
会
事
務
局
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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